
桑名市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年４月１日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

桑名市規則第17号 

桑名市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則 

桑名市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成16年桑名市規則第31号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第14条第１項ただし書中「１時間」の次に「又は15分」を加える。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


